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産業廃棄物処理施設設置許可処分取消請求事件 

（㈱河村産業関係）への対応について 

  
 

５月１６日（月）に岐阜地方裁判所において判決のあった標記事件につ

いて、控訴しないことと致しましたのでお知らせします。 

 

【知事コメント】 

県としては適切に審査を行ったものと考えておりますが、当該企業は

既に清算されており、本件処分を維持する意味がないため、控訴しない

ことと致しました。 
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